
山梨県立大学評価本部ＦＤ・ＳＤ委員会規程 
                                      （平成２２年４月１日制定  大学第６００７号） 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公立大学法人山梨県立大学評価本部規程第７条第２項の規定に基づ

き、教員の能力開発による教育研究活動の活性化並びに教職員の大学運営に必要な能力

及び資質の向上による大学運営の活性化への組織的取組みを推進することを目的とし

て設置する山梨県立大学評価本部ＦＤ・ＳＤ委員会（以下「委員会」という。）に関し、

必要な事項を定める。 

（任務） 

第２条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。 

 （１） 教育研究活動の活性化に関する事項 

  (２)  授業の内容及び方法の改善に関する事項  

  (３)  大学運営に必要な能力及び資質の向上に関する事項  

  (４)  その他委員会が必要と認めた事項 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる者を委員として組織する。 

  (１)  学部長、研究科長及び専攻科長 

  (２)  学部・研究科・専攻科ＦＤ・ＳＤ委員会委員長 

  (３)  教育委員長  

  (４)  学長が指名する教員 

  (５)  その他委員会が必要と認め指名する教職員 

（委員長及び副委員長） 

第４条  委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、理事長が指名する教員をもって充てる。 

３ 副委員長は、委員のうちから、委員会の同意を得て、委員長が指名する。 

（会議） 

第５条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。 

２ その他委員会の会議については、山梨県立大学委員会規程の定めるところによる。 

（学部・研究科委員会） 

第６条 学部・研究科・専攻科のＦＤ・ＳＤ活動を推進するため、学部・研究科・専攻科

にＦＤ・ＳＤ委員会を設置する。 

２ 学部・研究科・専攻科のＦＤ・ＳＤ委員会には、学部長・研究科長・専攻科長が委員

として加わる。 

（庶務） 

第７条 委員会に関する庶務は、学生支援課において処理する。 

（委任） 

第８条  この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

  この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

   附  則  

  この規程は、平成２９年４月１日から施行する。  

 

   附  則  

  この規程は、令和７年４月１日から施行する。  


